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平成 21 年８月 20 日

各 位

東京都渋谷区恵比寿四丁目 20 番３号

イ ー ・ ギ ャ ラ ン テ ィ 株 式 会 社

代 表 取 締 役 社 長 江 藤 公 則

（コード番号：８７７１）

問 合 せ 先 ： 常 務 取 締 役 馬 場 豊 吉

電 話 番 号 ： （ 0 3 ） 5 4 4 7 - 3 5 7 7

保証付手形買取ネットワーク構築に関するお知らせ

記

１．概要

「保証付手形買取スキーム」（以下、「当スキーム」という。）とは、当

社と保証契約を締結するお客様が、商取引において受領する手形を特定の金

融機関に持ち込むことで、いつでもノンリコースで手形の買取を受けられる

というスキームであります。

景気低迷の影響を受け、中小・中堅企業の資金繰りは、極めて深刻な局面

が続いております。また、手形の買取に際しては、手形持込人の与信を問わ

れるため、中小・中堅企業にとっては実質的に資金化が困難な状況でありま

す。このような環境において当スキームを構築し、当社が信用補完を行うこ

とで、企業が資金を必要とした際はいつでも手形を資金化できるという環境

を提供することが可能となります。手形持込人の信用状態に関わらず、約束

された一定の料率で、いつでも手形買取が実行されるという点において、一

種 の コ ミ ッ ト メ ン ト ラ イ ン 契 約 の よ う な 役 割 が 期 待 で き る ス キ ー ム で あ り

ます。

当スキームにより、当社はリスク回避を目的とした保証ではなく、新たに

資 金 化 を 目 的 と し た リ ス ク フ ァ イ ナ ン ス と し て の 保 証 を 提 供 す る こ と が で

き、リスク資産の優良化を図ることが可能となります。また、お客様にとっ

ては、必要な時にいつでも一定の料率で、かつ低コストで手形を資金化でき

るという利点があり、他方、提携金融機関にとっては当社の保証がついた手

形買取となるため、リスクを軽減できるという利点があります。

今後につきましては、複数のリース会社、ノンバンク等との業務提携を進



め、当スキームの商品化および提携金融機関のネットワーク構築により、新

たに幅広いお客様の資金調達ニーズに応えるとともに、当スキームによる積

極的な取引拡大を図ってまいります。
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当社

手形振出人：買い手

（保証対象先）

お客様：売り手

（手形持込者）

手形買取ネットワーク

（提携金融機関）

売買契約 販売・役務提供手形振出

手形振出人を
対象とした
保証契約

手形買取ネットワーク
（提携金融機関）の紹介

買取手形を
対象とした
保証契約

保証付手形の持込

手形買取代金の支払

不渡り発生時
保証履行

．当スキームの取扱開始予定日

平成 21 年９月を予定しております。

．今後の業績に与える影響

今後の業績に与える影響は、軽微であると認識しております。

以 上

＜保証付手形買取スキームのイメージ＞


